
協 働 環 境 委 員 会 資 料 

令 和 8 年 6 月 2 4 日 提 出 

 

 作業中における車両損傷事故について 
 

1.事 故 発 生 日 時：令和 8 年 5 月 18 日（月）午前 9 時 10 分頃 

 

2.事 故 発 生 場 所：飯塚市吉北地内（クリーンセンター東門付近） 

 

3 .事 故 の 概 況：環境対策課職員が清掃工場東門付近の除草作業中に駐

車中の相手方車両の左側後部座席の窓ガラス及び後部ド

アを飛び石により損傷させたもの。 

 

4.損 害 賠 償 額：示談交渉中 

 

事故現場見取図 
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